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「個別指導等に関する要望」に対する
近畿厚生局からの回答（抜粋）　　　

　今回の回答は、９月21日に小池晃参院議員の仲介で
厚労省と懇談した際に、近畿厚生局が懇談に応じよう
としない態度を改めるよう申し入れたことで、珍しく
短期間で回答を寄せたものだと推察する。
　しかし、回答自体は、通知文書を並べただけの官僚
的なものであり、憤りを覚える。
　最近、新聞報道があったように、元厚生官僚の資質
が問われる事件がマスコミを賑わせている。協会は、
指導医療官の資質向上の教育を求めてきたが、厚生局
は取り合ってこなかった。その当然の帰結ではないか。
　近畿厚生局は文書回答をもって、懇談には応じない
姿勢だが、引き続き懇談の場を設けるよう申し入れ、
指導現場の改善に努めたい。

　近畿厚生局管内の保険医協会は共同で10月３日、
「近畿厚生局管内で実施している個別指導等に関する
要望」を提出した。下記のとおり、近畿厚生局から11
月７日付で回答が寄せられたので抜粋を紹介する。

１ ．教育的観点を徹底した個別指導の実施と
　　行政手続法
○ 個別指導の実施にあたっては、「保険診療の取扱
い、診療報酬の請求等に関する事項について周知徹
底させることを主眼とし、懇切丁寧に行う」という
指導大綱の目的と趣旨を遵守し、行政手続法に基づ
き被指導者の任意協力によって行うことを指導者と
被指導者に対して徹底すること。

○ 新規個別指導は教育的な観点を徹底し、原則再指導
を行わないこと。

○ 被指導者に対して、紳士的対応ではなく叱責するよ
うに指導する一部の指導医療官のケースや、指導が
「威圧的」に感じたという報告も複数寄せられてい
るが、その事態について把握されているか。指導大
綱と行政手続法に則った指導を行うよう、指導医療
官への教育を徹底すること。

〔回答〕
　個別指導等の実施については、指導大綱及びその他
通知に基づき、各厚生局が統一的に実施しているとこ
ろであり、療養担当規則等に定められている保険診療
の取扱い、診療報酬の請求等について周知徹底するこ
とを目的とし、懇切丁寧に指導を行っているところで
す。
　新規指定の保険医療機関等に対する指導について
も、上記の目的のため実施しているところであり教育
的な観点から実施しているところですが、指導の結
果、適正を欠き、再指導を行わなければ改善状況が判
断できないものについては、「再指導」としています。
　近畿厚生局の指導医療官及び事務官においては、指
導大綱に基づき個別指導等を実施しているところであ
り、懇切丁寧に行うことを十分理解のうえ指導に当た
っているところです。

２．選定理由の開示及び指導結果理由の明確化
○ 個別指導の実施にあたって、対象機関及び対象者に
対して、選定理由と指導目的を予め具体的に示す
か、対象機関及び対象者の求めに応じ選定された理
由を開示すること。

○ 「再指導」「経過観察」などの指導結果については
指導担当者間の合議で決定しているとのことだが、
特に「再指導」となる場合は、その理由を通知で明
確にすること。

〔回答〕
　個別指導の実施については、指導大綱及びその他通
知に基づき、各厚生局が統一的に実施しており、選定
理由はお示ししていません。また、個別指導の結果、
再指導となった場合についても、その理由を通知して
いません。

３．持参物の軽減
○ 指導当日の資料等の持参物は、被指導者側の任意の
協力によるものであり、医療機関の実情に合わせた
必要最小限の範囲にとどめることを原則として、下
記のとおり求める。

○ 通常個別指導の通知において「長期の療養患者等の
ため書類が膨大になる場合は相談するように」とな
っているが、原則１年以内となるよう、当初の通知
から明記すること。また、患者指定は前日をやめ指
導１週間前20件のみとすること。

○ 電子カルテの場合、訂正、修正、削除された記録を
含めてプリントアウトすることとなっているが、修
正等によって「版」が増え、１日分の２号用紙が同
じような内容のもので複数枚、多いときには10枚以
上になるケースがあり、準備に時間と手間がかかり
日常診療に支障をきたしている。訂正、修正後の最
終版の持参のみにすること。
○ 画像診断フィルムや診療に関する諸記録について
は、データ持参希望がある場合は、医療機関の負担
軽減の観点から原則応じること。
○ 診療の流れ図や保険請求の流れ図の作成などは、指
定時集団指導の場等で周知徹底されるものであり、
「後発医薬品使用促進に係る調査票」は医師・歯科
医師の裁量権にまで立ち入るものである。いずれ
も、持参を求めないこと。
〔回答〕
　個別指導等の実施については、指導大綱及びその他
通知に基づき、各厚生局が統一的に実施しているとこ
ろです。
　平成28年度から、長期の療養患者等に係る診療録に
ついて、保存書類が膨大で持参が困難である等の理由
による場合は、個別の事例に応じて対応することとし
ているところであり、個別指導の対象患者について
は、１週間前に20名、前日に10名とすることとされた
ところです。
　また、電子カルテの場合については、プリントアウ
トしたものを持参していただくこととしていますが、
電子データで持参する旨の申し出があった場合は、閲
覧するための電子機器及びソフトウエアを準備してい
ただくことを条件に、個別の事例に応じて対応するこ
ととされました。
　画像診断フィルムや診療に関する諸記録について
も、データ持参希望がある場合は、医療機関の負担軽
減の観点から原則応じているところです。
　診療の流れ図や保険請求の流れ図の作成について
は、適切に保険診療が行われているかを確認するため
に作成を求めているものであり、後発医薬品使用促進
に係る調査票については、療担規則第20条に定められ
た後発医薬品使用に関して当該保険医療機関が努力を
されているのか確認するために作成を求めています。

４．指導実施日程
○ 個別指導及び集団的個別指導の日程の設定について
は、休診日、診療時間外等、患者の受療権上の支障
がない日時を双方の調整により決めるようにするこ
と。なお、冠婚葬祭、熊本・東北被災地での医療支
援等従事以外で、これまで日程調整が可能となった
事例を示すこと。
○ 集団的個別指導の日程については、同一府県（地
域）で複数の日程を設定すること。また通知された
日程の都合がつかない場合は、近畿厚生局管内で開
催される集団的個別指導への振替参加を認めるこ
と。
〔回答〕
　個別指導等の実施については、指導大綱及びその他
通知に基づき、各厚生局が統一的に実施しているとこ
ろです。
　正当な理由により出席できない場合の理由として
は、熊本地震•東日本大震災の医療支援従事者、管理
者が入院している等心身の状況に鑑み出席できない場
合、指導実施通知前に海外渡航しており指導日までに
帰国しない場合、親族等の冠婚葬祭への出席、天災等
により出席できない場合等があり、これら以外の理由
については、原則として認めておりません。

　また、集団的個別指導を正当な理由により出席でき
ない場合は、各事務所において改めて指導日を設定し
ているところです。

５．弁護士の帯同及び録音
○ 各府県で実際に個別指導が行われる場において、弁
護士帯同及び録音ができないかのような発言を行わ
ないように、各局の指導医療官、事務官に至るまで
周知徹底すること。
○ 弁護士帯同は被指導者の権利である。権利実現のた
めには隣席での帯同が不可欠だが、実際には被指導
者から離れたところに帯同弁護士の席を用意されて
いることがある。隣席帯同が不可な理由等があれば
示すこと。
〔回答〕
　個別指導等の実施については、指導大綱及びその他
通知に基づき、各厚生局が統一的に実施しているとこ
ろです。
　保険医療機関が弁護士の帯同を希望した場合は、弁
護士には発言、質問等が認められないこと等の一定の
条件の下、帯同を認めています。また、録音について
は、患者の個人情報保護に万全を期する必要があるこ
とから、原則として認めていませんが、録音が必要な
理由が、保険医自身による指導内容の確認が目的であ
る場合は認めています。

６．指摘事項
○ 「審査支払機関において診療報酬が減額査定され、
一部負担金の金額が変更となった場合、患者に対し
て一部負担金の差額を返金すること」との指摘がし
ばしばあるが、臨床上必要な検査や治療が査定され
ているケースもあり、一律にこのような文言での指
摘はやめること。
〔回答〕
　このようなケースで指摘している事例は把握してい
ませんが、臨床上必要な検査や治療が査定されている
場合については、審査支払機関に対して再審査を申し
立てることができることとされています。したがっ
て、査定により保険診療が認められなかった場合につ
いては、患者に対する一部負担金の返還は、必要と考
えています。

７．患者調査
○ 患者調査の実施にあたっては、患者に対して、特定
の保険医療機関が不正を行っているのではないかと
の疑念を抱かせるようなことがないよう、慎重な対
応をしているとのことだが、具体的にどのように行
っているか示すこと。
〔回答〕
　患者調査の具体的な実施については、その手法を公
表することにより、指導監査の実施に支障をきたすこ
とが考えられるため、公表できません。なお、実施に
あたっては、患者に対して、特定の保険医療機関等が
不正を行っているのではないかとの疑念を抱かせるよ
うなことのないよう、慎重な対応をしているところで
す。
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